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平成２２年４月１日作成 

平成２３年５月 現在 

制度・施策

名称 
海外炭の安定供給確保 

事業名称 
産炭国石炭開発・利用協力事業／ 

産炭国共同基礎調査     
コード番号：Ｐ１００１９ 

推進部署 環境部 

事業概要 

我が国が今後も海外炭の安定供給を確保していくためには、産炭国との間で、

石炭開発や石炭関連技術についての重層的な協力関係を構築することが必要で

ある。このため、産炭国において石炭開発の支障となっている環境対策や低品位

炭利用等の課題について、ＮＥＤＯと産炭国政府機関等との共同で調査を行い、

改善策の検討や我が国が有する石炭利用・開発技術の適用性を評価する。 

①コークス製造適用性評価（インドネシア） 

石炭資源の約半分を占める低品位炭を有効利用するため、低品位炭からコーク

ス用炭を製造する技術の適用可能性調査を行う。 

②炭鉱メタンガス削減調査（豪州） 

採炭時の温暖化ガス削減、安全確保を目的とした炭鉱メタンガス（CMM､VAM）

削減対策実証調査の事前調査を行う。 

③炭鉱酸性土壌対策調査（ベトナム） 

ベトナム炭鉱の捨石たい積場において、酸性化等により植生、緑化が進んで

いない箇所を対象に、石炭火力発電所から排出する石炭灰利用等によるたい積

場の緑化・安定化対策のための可能性調査を行う。 

事業規模 

事業期間：平成２２年度～２６年度 

                          [百万円]

 H22 年度 
（実績） 

H23 年度 
（予定） 

合 計 

予算額 ９０ １８０ ２７０

執行額 ６９ － ６９

１．事業の必要性 

我が国は世界最大の石炭輸入国であり、石炭需要量の９９％以上を海外に依存している。

主な輸入先としては、豪州、インドネシア、中国、ロシア、カナダ、ベトナム等で豪州とイ

ンドネシアで輸入量全体の８割を占める。近年、アジア地域を中心とした経済発展に伴う石

炭需要が急増している中、産炭国自身の石炭需要の増大や燃焼時の二酸化炭素排出量の大き

い石炭利用における温暖化対策の必要性等を背景に産炭国の石炭輸出抑制策等の石炭政策

の変更や石炭産業の位置づけが変化してきている。 

こうした状況の下、資源エネルギーの我が国への一層の安定供給を図るため、平成１９年

３月に閣議決定された「エネルギー基本計画」（平成２２年６月改訂）、それに基づき、独立

行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）等の政府関係

機関を含む政府全体の指針として「資源確保指針」が閣議了解された。 

１ 



また、平成２１年６月の総合資源エネルギー調査会鉱業分科会クリーンコール部会報告に

おいても、我が国への石炭安定供給を今後も引き続き維持していくためには、産炭国のニー

ズを十分に踏まえ、重層的な相互依存関係を構築する必要性が指摘されている。 

  本事業は、これら政府の方針を踏まえ、産炭国において石炭開発の支障となっている環境

対策や低品位炭利用等の課題について、ＮＥＤＯと産炭国政府機関等との共同で調査を行

い、改善策の検討や我が国が有する石炭利用・開発技術の適用性を評価する。このような産

炭国における石炭開発の課題解決は、石炭の安定供給と石炭需給の緩和をもたらし、我が国

の石炭安定供給に貢献する。 

２． 事業の目標、指標、達成時期、情勢変化への対応 

① 目標 

産炭国において石炭開発の支障となっている環境対策や低品位炭利用等の課題について、

ＮＥＤＯと産炭国政府機関等が共同で調査を行い、適切な規模・レベルで課題の解決方法を

検討する（我が国が有する石炭利用・開発技術の適用性評価を含む）。さらに、開発した石

炭資源の用途開発、炭鉱メタンガスの有効利用に関して調査を実施し、有効性を確認する。

② 指標 

・ 石炭資源の用途開発実績 

・ 炭鉱ガス利用技術やたい積場環境保全技術の普及 

③ 達成時期 

本事業の実施期間は、平成 22 年度～平成 26 年度とし、個別テーマごとに達成時期を定め

る。 

④ 情勢変化への対応 

近時、中国、インド、東南アジア等を中心に石炭需要が増加するとともに、国際的な石炭価

格が高騰していることから、石炭供給に対する不安感が高まっている。  

今後、本事業により、対象国・地域における石炭賦存の有無及び賦存状況等の把握を通じ、

今後の石炭資源開発の可能性を国内外に示すことによる石炭の探鉱又は開発の促進を図るこ

とは、アジア地域を中心として今後益々石炭需要が増大する見込みの中、極めて重要であると

考えられることから、引き続き、効果的かつ効率的なプロジェクトの推進が必要である 

また、当該事業を民間企業に広く認識させることにより、民間企業の石炭開発に係る取り組

みを推進できることから、報告会等を活用した本事業の積極的なＰＲを引き続き行う。 

 

３．評価に関する事項 

① 評価時期 

年度評価 ：毎年度事業終了後速やかに実施 

中間評価 ：平成２４年度 

② 評価方法（外部ｏｒ内部評価、レビュー方法、評価類型、評価の公開方法） 

毎年度評価：内部評価 

（成果報告会等におけるユーザーアンケート等を踏まえ評価を行う。） 

中間評価 ：外部評価 

（プロジェクトごとの炭鉱開発状況、生産状況等の事業実施結果を踏まえた事業全体の評

価を行う。） 
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平成２２年度 事業評価書 
 

 作成日 平成２３年８月１日 

制度・施策名称 海外炭の安定供給確保 

事業名称 
産炭国石炭開発・利用協力事業 

産炭国共同基礎調査 
コード番号：Ｐ１００１９ 

担当推進部 環境部 

０．事業実施内容 

我が国が今後も海外炭の安定供給を確保していくためには、産炭国との間で、石炭開発や

石炭関連技術についての重層的な協力関係を構築することが必要である。このため、産炭国

において石炭開発の支障となっている環境対策や低品位炭利用等の課題について、ＮＥＤＯ

は産炭国政府機関等と共同による調査を行い、改善策の検討や我が国が有する石炭利用・開

発技術の適用性を評価する。平成２２年度は以下の調査を実施している。 

①コークス製造適用性評価（インドネシア） 

インドネシアの石炭資源の約半分を占める低品位炭を有効利用するため、インドネシア

政府機関と共同で低品位炭からコークス用炭を製造する技術の適用可能性調査を行った。

②炭鉱メタンガス削減調査（豪州） 

炭鉱から発生する温暖化ガスの削減及び安全確保を目的に、豪州政府機関と共同で炭鉱

メタンガス（CMM､VAM）の削減対策調査の事前調査を平成２３年６月まで実施中。 

③炭鉱酸性土壌対策調査（ベトナム） 

ベトナム炭鉱の捨石たい積場において、酸性化等により植生、緑化が進んでいない箇所

を対象に、石炭火力発電所から排出する石炭灰利用等によるたい積場の緑化・安定化対策

のための可能性調査をベトナム政府機関と共同で平成２３年度末まで実施中。 

１．必要性（社会・経済的意義、目的の妥当性） 

我が国は世界最大の石炭輸入国であり、石炭需要量の９９％以上を海外に依存している。

近年、アジア地域を中心とした経済発展に伴う石炭需要が急増している中、産炭国自身の石

炭需要の増大や燃焼時の二酸化炭素排出量の大きい石炭利用における温暖化対策の必要性等

を背景に産炭国の石炭輸出抑制策等の石炭政策の変更や石炭産業の位置づけが変化してきて

いる。また、中国やインドは、急増する国内需要に対応するため、産炭国で炭鉱権益の囲い

込みを急速に進めている。今後は石炭需給もタイトになると予想され、石炭ソースの確保が

非常に重要となる。 

このような背景のもと、我が国が今後も海外炭の安定供給を確保していくためには、産炭

国との間で、石炭開発や石炭関連技術について重層的な協力関係を構築することが重要であ

り、産炭国が石炭開発において有している環境対策や低品位炭の有効利用等の課題に対し、

我が国が有する技術や知見等を活用し共同で調査を行うことが効果的である。そのことが、

将来的な我が国の石炭安定供給及び適正供給の確保を図ることになり、ひいては国民経済の

健全な発展に資することから、社会・経済的上の意義及び当該目的の妥当性については、十

分に有している。 
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２．効率性（事業計画、実施体制、費用対効果） 

① 手段の適正性 

本事業は、我が国が産炭国との重層的な関係を構築するため、産炭国が石炭開発や石炭生

産において有している直接的な課題について、同国政府機関と共同により調査に取り組むも

のであり、相手国のニーズに対する即応性や直接的な関係の構築という点において効率的な

手段であると言える。 

 

② 効果とコストとの関係に関する分析 

本事業は、産炭国との重層的な関係を構築するための事業であり、産炭国政府機関のニー

ズに基づいた共同調査を実施し、課題解決の方向性を示す、或いは手段や方向性を提言する

ものである。事業終了後、相手側自らが事業継続・発展させるよう、ノウハウの伝達等につ

いても考慮しているので、（炭鉱酸性土壌対策等）相手側からその効果を期待されている。ま

た、調査結果によっては我が国企業がビジネスとして取り組み可能と見られる分野も含まれ

ており、我が国への裨益も期待される。 

 

３．有効性（目標達成度、社会・経済への貢献度） 

 本事業では、産炭国が石炭開発で有する環境対策や低品位炭の有効利用等に関する共同調

査であり、特に我が国企業が技術や知見を有する分野の調査を行うことにより、産炭国への

技術移転とともに我が国企業の海外展開の足掛かりとなる。また、産炭国での石炭開発に関

する課題の解決により、産炭国における安定的な石炭生産や輸出が図られ、我が国への石炭

安定供給確保に貢献する。 

 コークス製造適用性評価事業は、インドネシア産弱粘炭は豪州弱粘炭と同等のものが賦存

していること、tekMIRA プロセスの改善点、インドネシア褐炭から得られるバインダーは日

本の市販バインダーと同等の性能を有することを確認した。さらに、本年度成果を外部有識

者に評価いただき、次年度の方針を決定した。 

 炭鉱メタンガス削減調査は、豪州の洪水により現地調査を延期したが、他は計画通り進捗

している。 

 

４．優先度（事業に含まれる各テーマの中で、早い時期に、多く優先的に実施するか） 

平成２２年度調査を実施している、豪州、インドネシアの両国では我が国の石炭輸入量の

約８割を依存している輸入相手国であり、両国に対する優先度は高い。また、ベトナムにつ

いても我が国が輸入する良質無煙炭の主要輸入相手国であり、産炭国との関係維持する上で

優先度の高い国である。 
コークス製造適用性評価事業は、ほとんど利用されていないが豊富に存在する資源（褐炭）

の有効利用という観点から、炭鉱メタンガス削減調査は、温暖化ガス削減の観点から、注目

されている。炭鉱酸性土壌対策調査は、ベトナムにおける環境意識の高まりを受け、炭鉱会

社の喫緊の課題の一つとなっている。 
 

５．その他の観点（公平性等事業の性格に応じ追加） 

特記事項なし 
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６．総合評価 

①総括 

産炭国との重層的な協力関係の構築が石炭の資源外交の柱の一つであり、本事業では産炭

国が石炭開発に有する課題の解決に向け両国で取り組むことにより、両国の信頼関係が得ら

れ、我が国への海外炭安定供給の確保に資すると考えられる。 

なお、コークス製造適用性評価事業については、炭種選定基準を示した上で経済性検討に

重点を置き、事業化イメージを明確にしながらテーマを進める。 

 

②今後の展開 

本事業は平成２２年度より新規に立ち上げを行っており、今後の調査の進捗により事業成

果を上げていく予定。 

 
 

 


